
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者を中心としたすべての地域住民を対象としますが、事業開始

時に利用者が５名以上であり、その内介護予防ケアマネジメントに基

づき支援を受ける要支援者、事業対象者の継続利用者が１名以上いる

ことが要件となります。 

 

❖対象団体  

❖活動の利用

者 

❖事業の利用者 

●地域住民主体で構成される団体 

●ボランティア団体 

●社会福祉法人 

●非営利団体（NPO、その他営利を目的としない団体） 

包括支援センターでは、市内で事業対象者・要支援を含む市民が定期的に

通うことができる場を設ける団体に対し、運営に係る経費を支援します。 

事 業 
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電話で包括支援センターにご連絡をお願いします。 

その後に、詳細について説明し申請必要書類をお渡しします。

申請のお手伝いもいたします。 

仙北市包括支援センター TEL0187-43-2283 
申  込 
問合せ 

●補助金以外のことでも、団体活動に関する相談を

受け付けています。 

まずはお気軽に包括支援センターに 

お問い合わせください。 

●立ち上げにかかる費用 １団体あたり 上限20,000 円 

●運営に係る費用     年間あたり 上限 100,000 円 

『飲食代・食材費等』『交際費、慶弔費、親睦会費等の補助事業と直接関係のないもの』『事業に

直接関係のない視察又は研修に係るもの』は対象外とします。 

令和８年４月１日から 

令和９年２月末まで随時受付します。 

① 高齢者の閉じこもり予防や交流、生きがいなどを持ってもらえる活動 

② 参加者の状態改善や維持につながる体操や運動を取り入れること 

③ 原則、月２回以上で 1回の活動時間がおおむね１時間以上であること 

④ 活動内容、開催場所、開催日時等について市が 

公表することに同意すること 

⑤ 仙北市生活支援コーディネーターと必要時 

応じて連携し、事業を推進すること 

募集期間 

電話で包括支援センターにご連絡をお願いします。 

その後に、詳細について説明し申請必要書類をお渡しします。 

申請のお手伝いもいたします。 

❖活動内容の要件 

❖補助金額  

❖申請方法  


